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都市計画に関する基本的な方針



  
 

  まちづくりの理念と将来像  

  まちづくりの基本目標 

①みどり市としての一体のまちづくり    ②人々が輝きながら暮らせるまちづくり 

③輝くみどりと市街地が共生するまちづくり ④多くの人々が集まり活力のあるまちづくり 

  まちづくりのイメージ 

“多自然居住環境の形成”と“観光まちづくり” 

地域の特性を生かした“多自然居住環境の形成”と“観光まちづくり”を進め、

その上で他都市との連携を強化することによって、日常の買い物、観光、居住

などを目的とした他都市からの人の流れを誘引し、自立性を高めたみどり市と

しての発展を促進します。 

 

  将来フレーム   平成 42 年：想定人口 50,000 人 ／ 想定世帯数 20,000 世帯 

  将来都市構造 

本市の地形や現在の市街地の形成状況などを踏まえつ

つ、少子高齢化や環境問題などにも配慮しながら、市街地

が無秩序に拡大することなく、豊かな自然環境と共生し、

子どもから高齢者まですべての市民が日常生活の利便性

を享受できる集約型の都市構造の実現を目指します。 
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将来像 『輝くひと 輝くみどり 豊かな生活創造都市』 

まちづくりの理念 
『豊かな自然と多様な特性を生かし、人々が心豊かに生活できるまちづくりの実現』

踏まえつ

少子高齢化や環境問題などにも配慮しながら、市街地

が無秩序に拡大することなく、豊かな自然環境と共生し、

活の利便性

を享受できる集約型の都市構造の実現を目指します。 

交流促進
連携強化
交流促進
連携強化

都市間連携都市間連携 他都市他都市

利便性の高い
田園都市の形成
利便性の高い
田園都市の形成

ゆとりと潤いのある
森に包まれた暮らしの実現
ゆとりと潤いのある
森に包まれた暮らしの実現



 

 
 

 全体構想とは、まちづくりの基本方針を踏まえ、市全体のまちづくりの方向性を示すものです。 

本計画では、全体構想を政策テーマ別構想と分野別構想に分けて策定しています。 

  政策テーマ別構想  

①新市の一体的都市構造の形成方針 

②貴重な自然環境の保全・活用方針 

③効率的な集約型土地利用の形成方針 

④安全・安心・快適な    人にやさしいまちづくりの方針

まちの整備方針      安全なまちづくりの方針 

快適な都市環境の形成方針 

⑤活力あふれるまちの整備方針 

  分野別構想  

①土地利用の方針 

②交通体系の整備方針 

③公園・緑地の整備方針 

④河川・下水道等の整備方針 

全 体 構 想 

■土地利用方針図 ■道路・交通体系整備方針図 
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みどり市が発展していくために、み

どり市総合計画に基づく各分野の

施策との連携を十分に図りながら、

市民との協働のもと積極的に取り

組むまちづくりに関して、都市計画

の基本的な考え方を示すものです。

まちづくりの基本方針と政策テー

マ別構想を受けて、都市計画の分野

ごとに基本的な考え方を示すもの

です。 

■土地利用方針図 ■道路・交通体系整備方針図■道路・交通体系整備方針図■道路・交通体系整備方針図



 

■地域別まちづくり方針図の凡例及び方位(共通) 

 
 

 地域別構想とは、右図の 10 の地域ごとのまちづく

りの基本的な考え方となる将来像とまちづくりの方針

を示すものです。各地域のまちづくりの方針について

は、全体構想の方針を基本として、地域ごとの実状に

合わせて細かく設定しています。 

このダイジェスト版では、各地域の将来像

とまちづくり方針図、そして主なまちづくり

の方針を示しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地 域 別 構 想 

笠懸西部幹線及び笠懸桐生大橋幹線の整備を促進し、

その周辺における交通対策に努めます。

居住環境の保全を図りな

がら、地域住民の生活利

便性の向上に資する施設

の立地誘導を図ります。

将来像 
田園環境と調和した 

活力あるまち 

久久宮宮地地域域   ② 
☆公園の配置 

既存の広場等の活用も図りながら、

１箇所の整備・拡充を目指します。

笠懸西部幹線及

び前橋笠懸道路

の 整 備 を 促 進

し、その周辺に

おける交通対策

に努めます。 

道路整備に併せ

て、特性を生かし

た有効な土地利

用を促進します。 

太田藪塚イン

ターチェンジ

アクセス道路

の早期事業化

を目指します。 

活力を生み出す中心

的な地域として、商

業・業務系施設の立地

誘導を図ります。 

将来像  
緑豊かな生活文化と

利便性に富むまち 

鹿鹿地地域域    ③ 

操業環境の維持・向上ととも

に、周辺環境と調和した土地

利用の誘導を図ります。ま

た、新たな工業用地を適正に

確保するものとします。 

☆公園の配置 

既存の広場等の

活用も図りなが

ら、３箇所の整

備・拡充を目指

します。 

農業集落に適し

た居住環境の整

備を推進し、緑

豊かな田園住宅

地の形成を目指

します。 

田園共生ゾーンは、優良農

地の保全や集落内の生活

基盤の整備・拡充を図り、

良好な営農環境と居住環

境の形成を推進します。 

企業誘致にあわせて、

周辺の環境と共生で

きる工業系土地利用

の誘導を図ります。 

太田藪塚インター

チェンジアクセス

道路の早期事業化

を目指します。

将来像  
自然環境と調和した 

やすらぎのまち 

西西鹿鹿田田地地域域    ④ 

商業施設などの沿道

サービス施設の立地

誘導を図り、都市と

しての利便性の向上

を目指します。 

本市の活力を生み

出す地域として、商

業・業務系施設の立

地誘導を図ります。

居住環境の保全、地域住民の生活

利便性の向上に資する施設の立

地誘導を図ります。特に、赤城駅

南部の地域では、交通利便性に富

む特性を生かした拠点性の高い

土地利用を誘導します。 
将来像 

利便性の高い 

活力あふれるまち

赤赤城城駅駅南南部部地地域域   ⑤ 

☆公園の配置 

既存の広場等の活用も

図りながら、大規模公園

も 含 め た ４ 箇 所 の 整

備・拡充を目指します。

☆公園の配置 

既存の広場等の活

用も図りながら、４

箇所の整備・拡充を

目指します。 
笠懸桐生大橋幹線の早期整

備、及びその周辺における交

通対策に努めます。 

活力を生み出す中心

的な地域として、商

業・業務系施設の立地

誘導を図ります。

琴平山及び稲荷山

周辺では、観光や地

域振興に資する施

設の整備・充実を推

進します。 

将来像  
豊かな緑と歴史に彩られた 

にぎわいのまち

阿阿左左美美地地域域    ① 

⑦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後背の居住環境や田園

環境への影響にも配慮

しながら、商業施設な

どの沿道サービス施設

の立地誘導を図り、都

市としての利便性の向

上を目指します。 

居住環境の保全を図

りながら、地域住民の

生活利便性の向上に

資する施設の立地誘

導を図ります。 

優良農地の保全や

集落内の生活基盤

の整備・拡充を図

り、良好な営農環境

と居住環境の形成

を推進します。 
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花輪駅周辺は、日常的

な買い物や行政サー

ビスなどの機能を有

し、地域住民の生活と

地域の発展を支える

中心地としての環境

形成を図ります。

富弘美術館周辺や袈裟

丸山周辺は、観光や地

域振興に資する施設の

整備を推進します。

国道 122 号は、広域幹線

道路としての機能強化は

もとより、災害時の機能確

保を図るため、補完・代替

する路線の整備について

検討を進めます。 

将来像  
豊かな自然に包まれた 

ふれあいのまち 

将来像  
歴史が息づく 

住みよいまち 

太田藪塚インター

チェンジアクセス

道路の早期事業化

を目指します。 

東東地地域域    ⑩ 

桐桐原原・・瀬瀬戸戸ヶヶ原原地地域域    ⑧ 

森林を中心とした

自然的土地利用の

保全を図るととも

に、観光や地域振興

に資する施設の整

備を推進します。

歴史的・文化的資産を

生かした街並みづく

りや、商業振興施策と

連携した商業・業務系

施設の充実と買い物

しやすい環境整備な

どにより、本市の中心

的な地域としての再

生を図ります。

☆公園の配置 

既存の広場等の活用

も図りながら、５箇所

の整備を目指します。 

太田藪塚インター

チェンジアクセス

道路の早期事業化

を目指します。 

 

大大間間々々本本町町通通りり周周辺辺地地域域  ⑥ 

将来像  
歴史が薫り 

にぎわいと活力を育むまち 

優良農地の保全や

集落内の生活基盤

の整備・拡充を図

り、良好な営農環境

と居住環境の形成

を推進します。

生活基盤の整備・拡充を

図り、田園環境との共生

を前提としながら、緑豊

かな田園住宅地の形成

を目指します。 

高高津津戸戸地地域域    

自然に親しむことのでき

る空間形成に努め、なが

め余興場などとともに、

本市の観光・レクリエー

ションの拠点としての機

能の充実を図ります。 

後背の居住環境や

田園環境への影響

に配慮しながら商

業施設などの沿道

サービス施設の立

地誘導を図り、都市

としての利便性の

向上を目指します。 

将来像  
美しい自然に育まれた 

やすらぎと交流のまち 

優良農地の保全や集落内の生

活基盤の整備・拡充を図り、

良好な営農環境と居住環境の

形成を推進します。 

太田藪塚インターチェン

ジアクセス道路ととも

に、国道 122 号の機能を

補完する新たな道路の整

備について検討を進め、

それぞれの役割分担など

を明確にしながら事業化

を目指します。 

小平の里周辺では、

観光や地域振興に

資する施設の整備

を推進します。 
将来像  

自然と共生した 

交流とやすらぎのまち 

渡渡良良瀬瀬川川北北部部地地域域    ⑨ 

の地域ごとのまちづく

りの基本的な考え方となる将来像とまちづくりの方針

を示すものです。各地域のまちづくりの方針について

は、全体構想の方針を基本として、地域ごとの実状に

本町通りは、歩行者の安全

確保、美しい沿道景観の形

成、災害時の延焼遮断帯・

主要避難路としての役割に

も配慮し、街路樹整備や歩

道の確保などに努めます。

※一部都市計画決定済み



 
 

１．基本的な考え方 
本マスタープランは、本市の都市計画に関する基本的な方針を定めたものです。 

市民の皆さんが積極的にまちづくりに参加し、地域に愛着と誇りが持てるまちづくりを進めるため、今後は、

市民の皆さんと行政の協働により、本マスタープランで掲げた将来像の実現に向けて個別計画等を立案・具現化

し、事業等の推進を図ります。 

また、まちづくりの背景となる社会経済情勢の変化などに応じて、本マスタープランを適宜見直し、効率的・

効果的なまちづくりの推進に努めます。 

２．市民と行政の協働によるまちづくりの推進 
本来、まちづくりの主役はそこに暮らし、働く市民の皆さんです。したがって、ボランティア団体や NPO な

ども含めた市民の皆さんの理解と協力のもと、本マスタープランに位置づけた将来像を共有し、その実現に向け

たまちづくりを市民の皆さんとの協働により推進していくことを目指します。 

 
３．本マスタープランに基づく事業の推進等 

本マスタープランにおいて位置づけられた各種事業や施策については、より詳細な個別計画等を策定し、それ

らの具体化を通じてまちづくりの推進を図ります。 

その推進にあたっては、その緊急性や投資効果、更には市民の理解と協力等を勘案して優先順位を定め、計画

的な執行に努めます。 

また、国・県などの補助制度等を有効に活用するなど、効率的な財政計画のもとに効果的なまちづくりを推進

します。 

４．本マスタープランの見直し 
本マスタープランに基づいたまちづくりを推進し、『輝くひと 輝くみどり 豊かな生活創造都市』という将

来像を実現するため、それぞれの方針が個別具体の事業にどう反映され、実現されるのかを点検し、上位計画で

ある「みどり市総合計画」との連携を図り、効率的・効果的なまちづくりに繋げます。その上で、今後の社会経

済情勢の変化や、これに伴う上位計画の改訂などに合わせ、必要に応じて見直しを行います。 

実現化方策 

都市計画マスタープランとは 
都市計画マスタープランは、都市計画法

第 18 条の２に規定される「当該市町村の

都市計画に関する基本的な方針」のことで、

土地利用や道路・公園・下水道等といった

施設の整備、自然環境の保全や景観の形成

など、望ましい将来都市像やまちづくりの

方向性を総合的に示す計画で、今後のまち

づくりを進める上で指針となるものです。 
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